
１１１１．．．．均等割税率均等割税率均等割税率均等割税率    

区区区区                    分分分分    法号法号法号法号／／／／税率税率税率税率（（（（年額年額年額年額））））    

１号法人 資本等の金額が１１１１，，，，００００００００００００万円以下万円以下万円以下万円以下の法人で町内

の事務所等の従業員数が５０５０５０５０人以下人以下人以下人以下であるもの    ６０，０００円 

２号法人 資本等の金額が１１１１，，，，００００００００００００万円以下万円以下万円以下万円以下の法人で町内

の事務所等の従業員数が５０５０５０５０人人人人をををを超超超超えるえるえるえるもの   １４４，０００円 

３号法人 資本等の金額が１１１１，，，，００００００００００００万円万円万円万円をををを超超超超ええええ１１１１億円以下億円以下億円以下億円以下

である法人で町内の事務所等の従業員数が５０５０５０５０

人以下人以下人以下人以下であるもの   １５６，０００円 

４号法人 資本等の金額が１１１１，，，，００００００００００００万円万円万円万円をををを超超超超ええええ１１１１億円以下億円以下億円以下億円以下

である法人で町内の事務所等の従業員数が５０５０５０５０

人人人人をををを超超超超えるえるえるえるもの   １８０，０００円 

５号法人 資本等の金額が１１１１億円億円億円億円をををを超超超超ええええ１０１０１０１０億円以下億円以下億円以下億円以下であ

る法人で町内の事務所等の従業員数が５０５０５０５０人以人以人以人以

下下下下であるもの   １９２，０００円 

６号法人 資本等の金額が１１１１億円億円億円億円をををを超超超超ええええ１０１０１０１０億円以下億円以下億円以下億円以下であ

る法人で町内の事務所等の従業員数が５０５０５０５０人人人人をををを

超超超超えるえるえるえるもの   ４８０，０００円 

７号法人 資本等の金額が１０１０１０１０億円億円億円億円をををを超超超超えるえるえるえる法人で町内の

事務所等の従業員数が５０５０５０５０人以下人以下人以下人以下であるもの   ４９２，０００円 

８号法人 資本等の金額が１０１０１０１０億円億円億円億円をををを超超超超ええええ５０５０５０５０億円以下億円以下億円以下億円以下で

ある法人で町内の事務所等の従業員数が５０５０５０５０人人人人

をををを超超超超えるえるえるえるもの ２，１００，０００円 

９号法人 資本等の金額が５０５０５０５０億円億円億円億円をををを超超超超ええええる法人で町内の

事務所等の従業員数が５０５０５０５０人人人人をををを超超超超えるえるえるえるもの ３，６００，０００円 

 

２２２２．．．．法人税割税率法人税割税率法人税割税率法人税割税率        １４．７％ 

３３３３．．．．延延延延    滞滞滞滞    金金金金    

 納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ年 14.6％（納期限の翌日から 1 ヵ月を

経過するまでの期間については、年 7.3％（当該期間のうち平成 12 年 1 月 1 日以後の

期間については、前年の 11 月 30 日を経過する時における公定歩合に年 4％の割合を

加算した割合が、年 7.3％の割合に満たない場合は、当該公定歩合に年 4％の割合を

加算した割合））の割合で計算した額の延滞金が徴収されます。 


